
河
南
省
商
城
鯨
の
紳
士
層
の
存
在
形
態

山

ネ艮

幸

夫

は

じ

め

本
稿
の
基
本
資
料
と
し
て
利
用
し
た
の
は

嘉
慶
八
年
(
一
八
O
三
)
刊
の
『
商
城
鯨
志
』
で
あ
る
。

市
も
紳
士
に
つ
い
て
は
、

同
書
の
巻
末
に
は

そ
の
刊
行
資
金

の
寄
附
者
名
簿
〈
助
修
姓
氏
)
が
附
録
さ
れ
て
お
り
、

各
人
の
官
職
、

あ
る
い
は
進
士

・
奉
人
・
生
員

・
監
生
な
ど

の
摩
位
も
記
入
さ
れ
て
い
る
。
商
城
鯨
の
紳
士
は
、
恐
ら
く
全
員
が
、
こ
の
鯨
志
刊
刻
の
た
め
に
寄
附
し
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
、
牒
志
編
修
に
干
興
し
た
紳
士
た
ち
の
、
官
職

・
翠
位

・
姓
名
な
ど
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
但
し
、
商
城

鯨
人
(
邑
人
)
の
み
に
限
定
す
る
。

参

開

貫
録
館
纂
修
翰
林
院
編
修

程
圏
仁

俸
臨(2)

翰
林
院
編
修

黄
仁
寓

準
士(3)

刑
部
山
西
司
員
外
郎

張
園
鷺

監
生

刑
部
主
事
快
西
司
行
走
候
選
員
外
郎

鉱

何
允
徽

周

進
士

刑
部
主
事
贋
東
司
行
走

責
思
震

進
士

内
閣
中
書

進
士

分

修

候
濯
訓
導

周
之
駿

歳
貢
生

庫

生

周
之
駿
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詰
封
奉
直
大
夫

貢

生
参

訂

庚
申
科
事
人

康
貢
生

監

生
校

警す

序

生

序

生
経

理

署
山
東
技
上
豚
鯨
丞
試
用
鯨
丞

貝

生
f翁

園

操
選東
知路(4)人
豚採

訪

山康

生
南
路
採
訪

候
選
知
豚

責
師
蔦

果
錦
含

楊
心
銘

王
輔
政

周
之
瑠

何
航
琉

熊
俸
本

周楚
維
光

斐
臆
麟

王
世
瑚

楊
維
清

楊
嗣
況

厚
生

衡

貫
生

皐
人

準
土

侯
選
知
豚

楊
嗣
況

熊
家
祉

候
選
州
同

候
選
光
縁
寺
典
簿

監

生

蟻

楊
文
壊

周

土曾

洪
履
盆

生

鹿

王
道
卒

生

H
判
川

，J"'' 

周
文
述

同

貢

生

臭
錦
合

昨
序

生

熊
停
本

準
土

貝

生
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監

生

周
之
藩

鹿

生

資

葉

西
路
採
訪

庚
申
科
孝
人

北
路
採
訪

詰
封
奉
直
大
夫

楊
心
錯

増

生

洪
履
盆

貢

生

責
師
寓

楚
維
光

康

生

楊
嗣
賓

右
の
他
に
、
開
事
書
吏
と
し
て
、
吏
房
江
可
純
、
戸
房
王
有
年
、
躍
房
管
法
任
、
兵
房
停
土
全
、
刑
房
丁
耀
先
、
瞳
房
具
鳳
来
、
倉
房
熊
甘

湾
、
艦
房
程
安
仁
、

倉
房
許
朝
陽
、
工
房
沈
福
岡
揮
、
以
上
十
二
名
の
書
吏
の
姓
名
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
援
な
名
簿
を
見
る
と
、
首
然
の
こ
と
な
が
ら
、
地
方
志
の
編
修
に
嘗
つ
て
は
、
在
地
の
紳
士
た
ち
が
動
員
さ
れ
、
そ
れ
に
干
興
し
て
い

た
事
賓
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
準
土
合
格
者
で
あ
る
、
い
わ
ば
上
層
紳
士
は
、
「
参
開
」
と
い
う
名
目
的
な
関
わ
り
方
に
す
ぎ

ず
、
貫
際
に
編
修
に
従
事
し
た
者
の
大
部
分
は
下
層
紳
士
で
あ
っ
た
。
楊
嗣
況
だ
け
は
、
進
土
出
身
で
あ
る
に
拘
わ
ら
ず
、
責
務
に
参
興
し
た

- 61ー

ょ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
筆
者
は
本
稿
で
清
代
中
期
に
お
け
る
、
河
南
省
商
城
鯨
の
紳
士
層
の
存
在
形
態
を
考
察
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
紳

士
の
大
多
数
は
封
建
地
主
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
が
、
彼
ら
の
資
格
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
政
治
機
能
を

有
し
て
い
た
か
、
ま
た
、
江
南
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
城
居
紳
士
が
多
く
、
在
郷
紳
士
が
少
い
と
い
う
現
象
を
、

南
省
で
も
見
出
せ
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
の
貼
に
つ
い
て
、
少
し
で
も
具
鐙
的
に
検
誼
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。

一
九
世
紀
初
頭
の
河
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嘉
慶
商
城
鯨
士
ゅ
の
巻
末
に
附
録
さ
れ
た
「
助
修
姓
氏
」
の
中
か
ら
、

一
般
庶
民
を
除
き
、

紳
士
と
認
め
ら
れ
る
肩
書
の
あ
る
者
を
抽
出
し
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て
、
次
に
列
摩
す
る
。
便
宜
上
、
頭
に
通
し
番
銑
を
附
け
る
こ
と
に
し
た
い。

増
貢
生

ω

一
詩
封
奉
直
大
夫

ヨ王

武

歪

従

ヨ三
:t1.. 

l~法

き
文

ヨヱ

布

経

九
昨
…
ι

生

三

文

生

進

土

c) 

貢

生

同
抜

貢

穴
監

生

目玉，附

丞

ヨ王

着陸

人

プし

1翁

生

四一ニ
武

生

→= 
武

生生九員

(
以
上
西
門
保〉

責

生生

山
奥
津
高

高
其
容

桂
宮
校

雷
煩
堂

楊
嗣
況

李楊
嗣
曾

楊
文
鴻 煩

王
世
坑

熊
方
寅
(
以
上
南
門
保
〉

洪
履
盆

楊
文
新

李
思
忠

程
歩
洲

羅
景
震

責
思
諮

楚
維
光

熊
係
本

フ可

布 翰豚

Cコ

貢

一
回
武

七
州務、

五
文職

宍
櫓

回
。
文

四
回
文

tZY 
ノ一、

主主

五
一
一
武

丘一(職

プて
〈コ

職

4コ

康

七
一
昨
皿

林

程
圏
仁

丞

主主
『盲1

生

高
其
嗣
開

生

彰
茂
林

同

包
h
R
Z
m
p
J
正

h
H
川、'H方
え
与
山
叩

丞

責

生

高
其
度

員

王
園
棟

生

王
世
稔

生

何
統
琉

生

楊
文
徴

生

U
H
R
H

一ζウ
v
ヘ

ム

H
H

生

管
太
卒

員

周
錦
商

員

沈
轄
南

経

熊
家
枯

生

責

生

楊
文
様 1負撲奈

空車府貢

生

五
監

/、

訪1[

導

従
ハ
文

生

一
一
己
従

九

厚
生
仲

一
号
一
一
話
封
奉
直
大
夫

=一
七

文

生

四
一
文

生

望

武
四
九
武

芸
一
一
監

ヨ三
せコ

町民

員

六
一
吏

六
回
品
目
ハ

一(八鹿

生

七

ニ

酔
且

生 A 経生九生生生目生

王
世
瑚

沈
鳳
開
問

宣ラ 楊
友心
林悦

以
上
東
門
保、J

黄
試
蔦

責孫
家
瑞

呂
徳
一
拍

黄
師
官
同

王
世
麹

熊
家
瀬

任
殿
元

黄
登
五

雷
扉
翰

丁
冠
英

資
思
銭

呉
錦
含

王
道
一
件

楊

椿

翰

回
二
文

綾

四
州

八
主康

生

貢文

ペコ

武生

一一六
文

四
六
武

芭

武

豆

四

酔
且

ヨ王
J、、

職

フT

従

フ可
ヨ王

貢

アし

康

七

三

陸
且

同

周
文
述

符

桂

枝

熊
停
禁

生

楊
文
峨

生

楊
嗣
澄

生

庇
保
清

員

熊
家
鵬

林

責
仁
蔦
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生

楊
其
問
事

生

熊
方
爆

生

楚
安
居

生

張
元
昌

生

王
輔
治

員

責
思
誇

九

黄
良
弼

生

王
恩
師
市

生

楊
維
清

生

熊
方
穀



七
回
睦
且

七

八

生

八
二
睦
且

八六

典

/、
プ1..

監

九
三
陸
皿

九
六
酔
且

g
吏

一O一
ニ
武

三
武

一
一
回
職

二
七
武

一
三
監

一
一
一
五
昨
皿

プu

職= 
貝

一
回
口
監
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一
回
目
酔
且

生簿

宅

職
ハ
酢
且

生

張
金
鐸

員

周
作
銘

周
廷
溶

周

生

梅
光
前

梅
映
華
(
以
上
東
開
保
〉

九
七
酢
且

生生

陳
嫡
勅

目

資

生

糞
元
勅

員

葉
華
章

買
登
雲

(
以
上
西
関
保
〉

生

主
豚

完

監

/、

生

周監

八

七

豚

九

O

武

銀

。

一

職

生

院
良
仔

鴻
潮
洪
(
以
上
北
関
保
〉

一
一
八
監

員生

窪リ

生

陳
志
宏

員

粛
鳳
鳴

生

王
文
明

生

夏
宗
衡

生

管
登
雲

生

余
文
遼 恭

監

一
芸
一
一
文

ご
一
石
酢
且

一
里
監

員

。

回

監

。

八

武

ハ

監

ζ3 

職

回
一
匙
皿

丞

程
文
折

生

周
廷
決

周
廷
珍

丞

周

生

栂
映
堂

生

蒋
徳
清

員

喬
以
套

生

劉
鳳
鳴

生

陳
膝
元

生

梁
文
輝

生

徐
毅
徳

生

王

員

謝
月
昆

生

王
開
運

生

蒋
妥
魁

生

楊
雲
昌

生

焚
正
時 衡

一Oニ
吏

一
一
一
一
文

一
一
五
生

二
九
監

一
二
三
陛
皿

燈

一
一
一
七
匙
皿

一
三
一
職文

一
回
ニ
監

七

六

従

合

監
^ 区ヨ

監

八
八
位
且

九

一

武

ブu

従

九

八

従

。

五

職

。

九

武

員

一
八
監

四
六
睦
且

九

程
文
慢

生

周
作
李

生

周
之
泌

周
之
藩
(
以
上
北
門
保
)

生生

備
憎
映
祭

九

張

九

陶
登
魁 蘭

九
五
陸
皿

員

熊
裂
瑞

案
昌
齢
(
以
上
南
関
保
〉

呉

監

員生

陳
元
催

生

熊
居
庚

王

生

王

生

ト
金
)11 

生

楊
蔭
庭

Cコ
武生

焔

二
六
生

宅
副
首

八

一

監

八

五

生

ブL

文

ブu
プu

武

生

張
夢
元

李
盛
勅
(
以
上
胡
大
寺
保
)

員生

醇
登
五

生

高首
相
群
蔭
(
以
上
三
山
口
保
〉

生

憧

一
一
一
(
)
酢
且

一
一
石
山
陰
且

ノ、
職

一
=
豆
酔
且

一=
完
酔
且

瑛

一回
一
ニ
陰
且

官

李
正
春

生

周
之
防

員

瑛

周

生

栂
映
峯

生

岳
峯
清

生

陶
登
甲

生

李
中
清

生
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熊
設
建

員

熊
徳
軍

員

李

格

生

徐
恨
徳

生

徐
光
潔

員

彰
蘭
亭

生

張
雲
路

生

実E
Z更
瑞

生

余
文
耀
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一
四
七
陛
且

主ヲ

生

ニO
八
生監

生

(
以
上
亥
武
集
上
保
)

五
回
酔
皿

生

雲

監

生

六

一

監

生

(
以
上
華
岩
寺
上
保
)

ノ、

生

員員

七

六

武

生

会

武

生

八

回

監

生

八
八
職

員

ブし

生

員

九

五

監

生

(
以
上
蘇
仙
河
上
保
)

(
以
上
蘇
仙
河
下
保
〉

(
以
上
隻
河
保
〉

員生

(
以
上
土
銀
築
保
)

奥
建
中

在
胎
務

方
永
血
管

葉
逢
春

周高
子
顔

董
玉
洋

周黄
策
先

^ 
職

瑚

さ三

生

司置
旦コL

員

三王

州

同

歪

職

員

豆

八

監

生

プて

監

生

〈
五
生

員

フ守

生

員員

→コ
ペコ

武

生

八

一

監

生

八

五

監

生

語
魯
儒
(
以
上
華
岩
寺
下
保
)

員

劉
維
垣

敷
席
珍

呉
文
蔚

奥
瑞
庭

プし

生

完

九

康

生

o 

生

ニ
O
E

翠

完

従

九
六
陛
且

生員人九

プて 三三

監従

九生

突
時
中

何
元
鮮

一
四
九
陰
且

一
五
ニ
文

生生

陳
日
新
(
以
上
衰
武
集
下
保
)

生

雷
満
堂

夏
恒
清

越
殿
繍

張
作
権

劉
升
観

董
玉
堂

金
廷
元

張
作
東

李
懐
清

張
席
儒

央
書
吊

張
士
賢

奥
啓
基

奥
廷
煩

奥
啓
城

漆
嘉
舎

一
八
二
位
且

一
を
一
監

8 
文

一
己
一
ニ
酢
且

一
実
康

三
O

監

一一
一
回
陪
且

4コ

文

豆
九
位
且職

員

六

六

生

七

O

生

員
= 
民

七
回
生

員

ヌ
武

生生

八

六

監

生

ノ、
ブし

布

経生

九
七
酔
且

生生生貢生生生

実
善
述

銭
人
鳳

a馬楊
光
輝

部
大
賓

周周
建
功

秦
登
元

黄
凌
雲

劉
府
南

数
振
邦

葉
高
見

部
三
思

英
夢
桃

張
文
容

奥
鼎
晶
制

臭
騒
披

呉
世
照

羅

一
五
三
監

謙瑛

一
八
三
監

一己
一

監

ニ
(
)四
昨
且

ニO
七
従監

二
一
五
位
且

秩

三
八
増
貢
生

E
O

監

茎
(
文

六
O

監

(
四
吏

六

七

生

哲

一

生

七
五
生

七

九

武

八
七
酢
且

九
O

布

九
回
酢
且

九
八
職

生

李
圏
鵬

生

楊
御
珍

生

沈
紹
梁

生

湯
冠
字

目

在

~J 

員

劉
廷
元

員

周

珠

員

葛
廷
棟

生

秦
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且

熊
其
楠

豆
一
八
監

張
徳
厚

員

陳
斐
文

喜

三

生

生

張
廷
勇

生

際
線
章

生

生

活
(
以
上
修
(
椿
鋪
保
) 員

陳
金
邦

胡
瑞
輯

生

陳
天
貴

喜
二
酢
且

張
履
仁

ヨ王

生

熊

生

梅
之
閉
学

喜一
5
布

経

梅
旭
東

生

生

喜
一
五
生

胡
協
占

豆
三
ハ
酢
且

員

生

珍

喜一=一一監

生

停

五エ
八

酔且

生

欧
秀
先

芸

元

監

丞

洪 梅
時
関
東
(
以
上
三
塁
坪
保
)

喜一
E

監

柏

生

吾
宍
康

丁

生

王
土
元

喜
三
監

福
(
以
上
上
石
橋
保
〉

劉
献
桂

- 69一

右
に
引
用
し
た
「
助
修
姓
氏
」
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
嘉
慶
八
年
嘗
時
の
商
城
豚
の
紳
士
組
数
は
五
三
六
名
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に

は
武
生
四
二
名
が
含
ま
れ
て
レ
る
の
で
、
こ
れ
を
除
く
と
純
粋
な
紳
士
は
四
九
四
名
に
な
る
。
以
下
、

類
し
て
み
た
い
。

こ
れ
ら
四
九
四
名
の
紳
士
の
階
層
を
分

そ
し
て
掴
納
制
を
媒
介
と
し
て
園
家
権
力
か
ら
あ
る
資
格
を
得
て
、
官
位
と
直
接
・
開
援
に
結
び
つ
い
て

い
る
屠
を
指
す
。
具
健
的
に
言
え
ば
、
現
任
官
・
退
任
官
・
菟
官
者
な
ど
官
位
と
直
接
に
関
係
あ
る
屠
と
、
暴
人
・
貫
生
・
監
生
・
生
員
な
ど

官
位
に
近
接
し
て
い
な
い
官
位
志
墓
屠
を
い
う
」
。
そ
れ
故
、
一
言
に
紳
士
と
い

っ
て
も
、
紳
士
の
範
暗
に
含
ま
れ
る
諸
階
層
を
純
稀
し
た
も

の
で
、
こ
れ
を
一
括
し
て
論
ず
る
こ
と
は
、
不
適
首
な
場
合
も
出
て
く
る
。

。

ゆ

紳
士
の
中
で
、
現
任
官
・

退
任
官
な
ど
と
、
進
土
の
責
格
保
持
者
は
上
屠
紳
士
と
い
う
べ
き
で
、
一
般
的
に
「
繕
紳
」
「
郷
富
」
あ
る
い
は

「
郷
紳
」
な
ど
と
稽
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
拳
人
・
貢
生
・
生
員
・
監
生
な
ど
は
、
官
位
と
は
直
結
し
て
お
ら
ず
、
そ
の

紳
士
と
は
「
科
奉
制
と
皐
校
制
、

287 
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資
格
の
ま
ま
で
は
官
位
に
就
き
得
る
可
能
性
は
殆
ん
ど
な
く
、
前
者
に
劃
し
て
、

い
わ
ば
下
層
紳
士
と
い
う
べ
き
者
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
中

で
、
数
量
的
に
匪
倒
的
多
数
を
占
め
、
そ
の
社
命
面的
機
能
の
面
で
も
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
た
の
が
、
生
員

・
監
生
で
あ
っ
た
。
生
員
・

監
生
が
、
紳
士
の
中
で
特
別
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、

以
下
の
考
察
で
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う。

の
「
郷
紳
」
に
関
す
る
定
義
は
確
立
し
て
い
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、

な
お
、
戦
後
わ
が
園
の
中
園
史
研
究
者
の
聞
で
は
、
除
り
に
も
安
易
に
「
郷
紳
」
と
い
う
語
を
使
用
し
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。
ま
だ
、
共
通

d
H勾

「
郷
紳
的
土
地
所
有
」
と
い
っ
た
概
念
が
、
あ
た
か
も

「郷
紳
的
支
配
」

定
説
で
あ
る
か
の
如
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
私
は

「郷
紳
」
と
レ
う
語
に
射
し
て
、
明
確
な
定
義
を
設
定
す
る
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
。
市

や
は
り
「
紳
士
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
の
が
、

最
も
適
切
で
は
な
レ

し
て
上
層
紳
士

・
下
層
紳
士
を
併
せ
た
紳
士
層
を
考
え
る
と
す
れ
ば
、

か
と
考
え
る
。

上
層
紳
士
に
属
す
る
者
か
ら
翠
げ
て
い
き
た
い
。
高
官
保

持
者
と
し
て
は
、

第

一
に
張
園
鷺

(一ニニ
九
)
を
琴
、
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
監
生
出
身
に
す
ぎ
ぬ
が
、
刑
部
山
西
司
員
外
郎
(
従
五
口問
〉
に
陸
っ
て

次
に
、
武
生
を
除
く
、
商
城
豚
の
紳
士
を
階
層
別
に
分
類
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、

- 70ー

い
る
。
商
域
豚
居
住
の
紳
士
の
中
で
は
彼
が
最
高
位
で
あ
る
。
次
に
、
布
政
司
鰹
歴

(従
六
口
問
)
に
は
高
其
容
(
五
)、

熊
家
砧
(
六
一
号
、
数
振
邦

(一
八九
)
、
殻
振
甲

(
一色
)、
張
振
需

(一二
ニ甘
)
、
超
援
組

(四
一五
)
、
梅
旭
東

(五
一言)
の
七
名
が
い
る
。
ま
た
、
州
同
(
従
六
)
に
は
周
文
述
(
号
、

熊
家
枇

(一
七
)
、
何
元
鮮

(
一五一
)、
羅
調

(
ニニ九
〉、
挑
鵬
九
(
ニ
究
)
、

李
蘭
蓋
(
四
七
一
エ
)
の
六
名
が
い
る
。

三大

ぃ塑
ざ能
μ 編
も 修
進
士主
出 七
身(ゆ)

での
あ程
つ園

仁

(
ニ〉
、
責
仁
寓

(一ニ四)と、

4
3-
，
 

た
。
光
級
寺
額
外
典
簿

〈
従
七
)
の
周
蟻
(
八
六
)
も
此
慮
に
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

知
牒
(
正
七
)
の
楊
嗣
一肌
(
一
六
〉
、

候
補
知
鯨
(
正
七
〉
の
張
振
朔
(
三二
五
〉
は

上
層
紳
士
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

城
豚
の
四
九
四
名
の
紳
士
中
、
上
層
紳
士
H
郷
紳
に
属
す
る
者
は
、
僅
か
一
九
名
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
貫
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

右
に
拳
げ
た
七
口
間
以
上
の
退
任
官
、
あ
る
い
は
候
選
官
は
、

い
わ
ゆ
る
「
郷
紳
」
に
該
賞
す
る
。
但
し
商

右
の
他
に
「
職
員
」
と
呼
ば
れ
る
者
が
い
る
。
商
城
麻
士
山
巻
八
、
貢
翠
志
、
職
員
の
僚
に
は
、

越
振
租
(
四
一
五
)
敷
振
甲
(
一
九
O
)

寅
綱
瑞
之
孫

張
振
需
(
三
二
七
)

梅
旭
東
(
五
一言
〉

殻
振
邦

(
一八九)

以
上
掲
布
経
職



熊

家

標

熊

家

祉

(

一

七

〉

何

元

鮮

(

一

五

一

)

と
あ
る
。
右
に
よ
れ
ば
、
職
員
と
は
布
鰹
(
従
六
)
お
よ
び
州
同
(
従
六
)
の
職
を
揖
納
に
よ
っ
て
入
手
し
た
者
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、

熊
家
祈

周
文
述
(
四
U

李
献
欽

殻
可
珍

李
蘭
蓋
(
四
七
ヨ
一
〉

以
上
損
州
同
職

「
助
修
姓
氏
」
に
職
員
と
記
入
さ
れ
て
い
る
者
と
、
右
の
貫
孝
志
に
翠
げ
ら
れ
て
い
る
職
員
と
は
一
致
し
な
い
。
即
ち
、

員
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
王
園
棟
(
ニ
色
、
周
錦
商
、
丁
冠
英
、
責
思
語
、
黄
思
誼
、
沈
轄
南
(
五
六
l
l
六O
)
、
喬
以
套
(
一
口
一
)
、
熊
護
瑞
(
一
。

き
、
葉
華
章
(
一
宅
〉
、
鴻
潮
洪
(
二
号
、
彰
蘭
亭
、
競
鳳
鳴
、
謝
月
昆
、
李
盛
動
三
ニ
八
l
=
二
)
、
臭
時
中
〈
一
四
八
)
、
陳
日
新
(
一
五
五
)
、
楊
光
輝

「
助
修
姓
氏
」
に
職

(一六=一〉
、
語
魯
儒
(
一八八
)、
在
長
久
(
一
九
八
〉
、
責
文
英
、
王
永
鎖
、
何
夢
麟
、
何
鳳
麟
、
沈
見
龍
(
二
六
回
l
l
六八
〉
、
郷
承
烈
、
朱
育
首
問
、
張
来
賓

(一三
一l
l
ニ
一
号
、
丁
人
寧
(
一
ニ
完
)
、
張
金
、
意
輔
政
、
劉
費
斯
、
許
元
長
(
=
一
吉
|
七
三
)
、
臭
錫
齢
(
一
ユ
甘
さ
、
呂
思
明
、

許
登
朝
、

胡
思
和
(
Z

一七八

ー
八
O
)
、
陳
如
悦
(
一
ニ
八
ニ
〉
、
楊
立
品
会
一
八
号
、
陳
家
泰
、
目
洪
九
、
孔
昭
佑
(
=
一
八
九
l
空
〉
、
朱
綬
、
朱
純
輝
(
四
ニ
八
、
四
ニ
九
)
、
楊
其
魁
白
歪
〉
、

葉
長
青
(
四
六
O
)
、
都
元
(
四
六
=
一
)
、
周
希
中
(
四
九
一
〉
、

余
秋
光
(
四
九
七
)
、

岳
遁
清
(
五
C
C
〉
の
四
九
名
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
姓
名
は
貢
翠
志
の
職
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員
の
中
に
は
全
く
見
嘗
ら
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
理
由
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
貢
奉
志
、
職
員
の
篠
に
「
布
経
の
職
を
摘
納
」
し
た
者
と
記
さ
れ
て
い
る
致
振
邦
、
殻
振
甲
、
張
振
需
、
越
振
組
、
梅
旭
東
ら
は
、

「
助
修
姓
氏
」
に
は
た
だ
布
経
と
記
さ
れ
て
お
り
、
周
文
述
、
熊
家
祉
、
何
元
群
、
李
蘭
蓋
は
た
だ
州
同
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。
私
は
さ
き
に

彼
ら
を
退
任
官
に
数
え
た
が
、
買
は
彼
ら
も
貫
官
で
は
な
く
、
指
納
官
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
見
る
と
、
商
城
豚
に
お
け

る
、
七
品
以
上
の
退
任
官
は
、
非
常
に
少
数
に
す
ぎ
ず
、
寅
際
に
は
進
士
合
格
者
以
外
で
、
七
品
以
上
の
賓
官
に
就
い
た
者
は
殆
ん
ど
い
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
推
測
さ
れ
る
。
但
し
、
掲
納
官
で
も
そ
れ
に
附
障
し
た
特
典
は
賦
輿
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

次
に
、

八
品
官
の
経
験
者
を
翠
げ
て
み
よ
う
。
府
経
歴
(
正
八
〉
に
沈
鳳
朔
(
七
)
、
李
思
本
(
四

0
5、
陶
腫
釜
(
四
八
八
)
の
三
名
が
い
る
。
ま

た
、
鯨
丞
(
正
八
)
に
は
高
禎
(
六
〉
、
責
撲

2
一
〉
、
熊
方
賓
三
一
ニ
〉
、
程
文
析
(
七
号
、
周
衡
(
八
七
)
、
張
承
紳
(
=
吉
一
己
、
洪

一
幅
(
五
三
回
)
の
八
名
が
い
る
。
訓
導
(
従
八
)
に
は
、
責
試
禽
(
一
八
〉
、
羅
摺

2
3
5
、
洪
啓
堂
(
三
四
七
)
、
周
文
英
(
四
八
九
〉
の
四
名
が
い
る
。
最

王
世
琉
(
=
一
号
、
果
啓
基
つ
一

0
5、
余
中
甲
(
四
八
七
〉
の
四
名
が
い
る
。
奉
人
は
任
官
し

張
聯
芳
(
三
O

四)、

289 

後
に
任
官
し
て
い
な
い
奉
人
と
し
て
、

王
世
瑚
(
=
一
)
、
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な
く
と
も
、

八
品
官
待
遇
を
受
け
た
の
で
、
此
慮
に
分
類
し
た
。
な
お
、
右
に
奉
げ
た
府
経

・
牒
丞
・
訓
導
の
中
に
も
、
か
な
り
掲
納
官
が
い

A
却

た
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
因
み
に
張
聯
芳
は
候
補
豚
丞
、
羅
摺
は
試
用
訓
一
靴
、
洪
魯
堂
は
候
補
訓
導
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
八
口
問
官
、

ま
た
は
八
品
官
待
遇
者
を
合
計
す
る
と
一
九
名
に
な
る
。

九
品
官
と
し
て
は
、

主
簿
〈
正
九
)
、
吏
目
(
従
九
)
、
誠
一
検
(
従
九
)
な
ど
が
い
る
。

ま
ず
、

4
吋
ヲ

主
簿
は
桂
一
枝
(
八
〉
の
一
名
の
み
で
、
吏
自
に

は
黄
思
簸
(
六
一
〉
、
資
銀
(
一
C
C
)
、
在
訓
(
一
六
回
)
、
張
振
吉
(
一
三
六
)
、
李
彪
(
四
宅
)
の
五
名
が
い
る
。
巡
検
は
羅
定
紋
の

一
名
の
み
で
あ
る
。

勿
論
、
彼
ら
の
中
に
も
掴
納
官
が
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
他
は
、

案
昌
齢
(
一
O

ニ〉、

曹
啓
源
(
ニ
七
六
)
の
如
く
「
吏
員
」
と
稀
す
る
者
が

い
る
。
吏
員
に
つ
い
て
は
、
豚
志
巻
八
、
貢
事
志
、
吏
員
の
僚
に
、

上。陶
泊。

~o 憧
i泊三 l度
判選

従
九
日ロ

張
鳳
現
候
選
経
歴

目
徳
一隅
考
職
未
入
流

符
其
英
考
職
従
九
品

楊
百
円
輝
考
職
従
九
品

朱
可
法
:
:
:
(
略
)
:
:
:
以

と
あ
る
か
ら
、
吏
員
は
従
九
品
の
官
を
摘
納
し
た
者
の
如
く
で
あ
る
。
以
上
で
、
九
品
官
お
よ
び
九
品
官
待
遇
者
は
九
名
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
他
に
、
正
、
従
九
品
の
位
階
を
有
し
て
い
る
者
が
あ
る
。
即
ち
、
正
九
口
聞
の
朱
可
法
〈
四
ニ
六
〉
、
従
九
品
の
寅
椿
つ
一
号
、
口
口
徳
一
踊

2
5、
羅
景
震
(
五
五
)
、
責
良
弼
(
六
ニ
)
、
程
文
慢
(
七六
)
、
張
蘭
(
九
号
、
陶
登
魁
(
九
八
)
、
果
啓
培
(
ニ
宕
)
、
呉
廷
煩
つ
一
C

C

、
呉
啓
城
(
二
一

一 72ー

一号
、
羅
臆
宿

(ニニ
台
、
羅
象
南

つ
一三
一己
、
果
之
皐
(
ニ
四
八
〉
、
葛
聯
陸
(
ニ
八
九
)
、
黄
木
山
(
ニ
九
六
〉
、
易
世
瑚
会
一
C
C、

一さ
さ
、
張
大
存
(
一
ニC
九
円
在
東
杷
(
一
三
一
)
、
果
乗
哲
(
三
国
)
、
楊
如
援
(
回
二
)
、
越
縄
租
(
四
一
六
)
、
鴻
兆
典
、

鴻
若
愚
、
鴻
玉
山
(
回
完
|
八
一
〉
、

回
紹
武

(
E
C
四
)
の
二
九
名
で
あ
る
。
そ
の
他
、
未
入
の
李
思
健
(
回
実
)
、
候
選
未
入
の
羅
定
徹
(
三
一
)
、

張
聯
甲
、

張
聯
第
(
吉
一
呉
、

鴻
照
光
(
四
八
五
)
、

も
い
る
。

醤
官

李
正
春

2
3も
、
こ
こ
に
加
え
て
お
き
た
い
。
以
上
で
九
品
官
に
準
ず
る
者
は
、
三
二
名
と
な
る
。

八
口
問
・
九
品
に
準
ず
る
者
と
し
て
、
貢
生
・
生
員

・
監
生
な
ど
、
所
謂
「
生
監
層
」
が
お
り
、
紳
士
屠
の
座
倒
的
多
数
を
占
め
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
中
で
最
も
地
位
が
高
か
っ
た
の
は
「
抜
貢
生
」
で
あ
る
。
抜
貢
生
と
は
「
毎
十
二
年
因
子
監
ヨ
リ
上
奏
シ
、
裁
可
ヲ
経
テ
各
省

翠
政
使
ニ回目
ヲ
下
シ
、
科
考
ノ
後
ニ
於
テ
、
歳
考

・
科
考
ノ
優
等
生
員
ノ
ミ
ヲ
集
メ
テ
更

ニ
選
抜
試
験
ヲ
行
ヒ
、
文
章

・
品
行
共
ニ

優
レ
タ
ル

次
に
、



A
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w
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U
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者
ヲ
抜
擢
シ
テ
之
ヲ
園
子
監
ニ
迭
ル
」
者
で
あ
る
。
商
城
廓
で
は
楊
嗣
曾
(
ニ
四
)
一
人
の
み
で
あ
る
。
抜
貢
に
射
し
て
、
「
歳
貢
」
ま
た
は
皐

に
「
貢
生
」
と
よ
ば
れ
る
者
が
い
る
。
歳
貢
と
は
「
府
・
州
・
豚
皐
ノ
康
膳
生
タ
ル
コ
ト
多
年
ナ
ル
モ
、
不
幸
ニ
シ
テ
未
ダ
郷
試
ニ
合
格
セ
ザ

m
J

8

9

 

h
H
V
 

ル
者
ノ
中
ヨ
リ
順
次
選
抜
シ
テ
監
-
一
入
ル
ル
者
」
を
言
う
の
で
あ
る
。
貢
生
に
は
こ
の
他
に
「
恩
貢
生
」
「
優
貢
生
」
と
稽
す
る
者
も
あ
っ

た
。
助
修
姓
氏
に
貢
生
ま
た
は
歳
貢
と
記
さ
れ
て
い
る
者
は
、
高
其
腫
(
一
己
、
楊
心
悦
三
一
)
、
楊
文
峨
(
一
九
〉
、
李
畑
(
ニ
ロ
)
、
果
錦
含
、
王

恩
需
、
楚
維
光
(
六
回
ー
さ
、
王
文
明
(
一
芸
一
)
、
羅
保
翰
(
ニ
一
き
)
、
王
輔
政
会
一
五
九
)
、
張
伯
珠
(
回
二
五
〉
お
よ
び
嘉
英
会
八
八
〉
の
一
一
一
名
で
あ
る
。

こ
の
他
、
鹿
貢
と
記
さ
れ
て
い
る
果
鼎
動
(
ニ

0
5、
増
貢
生
と
記
さ
れ
て
い
る
糞
淳
首
問
(
一
)
、
羅
月
謙
(
ニ
一
八
)
が
い
る
が
、
彼
ら
は
優
貢
生

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
で
貢
生
は
合
計
一
六
名
に
な
る
が
、
彼
ら
は
「
貢
監
生
」
と
し
て
一
般
園
子
監
生
と
は
区
別
さ
れ
、

八
回
聞
に

準
ず
る
待
遇
を
受
け
た
。
生
監
層
の
中
で
は
最
も
優
位
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
貢
監
生
に
封
し
て
、

一
般
の
監
生
は
「
金
叉
ハ
粟
ヲ
納
メ
テ
監
エ
入
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
レ
」
た
者
で
、
捕
監
生
、
例
監
生
な
ど
と
稽
せ
ら

「
掲
監
生
ハ
少
ナ
ク
モ
郷
試
ニ
合
格
ス
ル
ニ
ア
ラ
ザ
レ
パ
官
ト
ナ
ル
ヲ
得
ズ
。
其
郷
試
ニ
腹
ズ
ル
ニ
ハ
、
生
員
ト
同
ジ
グ
先
ヅ
科
考
ニ

同

合
格
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
」
し
、
監
生
の
資
格
の
ま
ま
で
は
、
任
官
の
可
能
性
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
而
も
自
己
の
賓
力
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
資

格
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

-73 -

れ
た
。

生
員
に
比
べ
て
も
社
曾
的
に
隼
敬
さ
れ
な
か
っ
た
。

商
城
牒
で
は

紳
士
の
牢
数
近
く
が
こ
の
監
生
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

一
々
姓
名
を
記
す
こ
と
は
煩
雑
に
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
番
競
の
み
を
示
し
て
お
く
。

九
、
一
五
、
ニ
八
、
豆
一
ニ
、
吾
、
七
一
l
回
、
完
|
八
二
、
八
回
、
八
八
、
八
九
、
室
、
九
五
1

七、一
O

回、一
C

六
、
一
一
八
l
ニ
七
、
一
三
千
ー
君
、
一
四
九
、
一
五
C

、
一
五
三
、
一
吾
、

一五七
ーー
さ
、
一
八
一
l
l

八
七
、
一
九
=
T
君
、
ニ
C

一、ニo=一、ニ
C

回
、
三
口
!
っ
一
、
三
回
l
l
一
六
、
ニ
ニ
回
、
ニ
ニ
七
、
三
八
、
二
三
一
、
二
三
ニ
、
三
一
回
、
ニ
=
一
五
、
三
九
、
ニ
四
一ニ、

ニ四回、二五
D
l吾
、
ニ
完
1
l
室
、
ニ
七
七
、
ニ
犬
、
ニ
八
一

l
八
七
、
ニ
九
O
、ニ
2
、
ニ
九
回
、
ニ
室
、
ニ
君
、
ニ
九
八
、
三
C
C
、
=
一
己
ニ
、
き
五
、
三
一
己
、
一
三
ニ
ー
ー
一
回
、
一
三
八

1

ニO
、
三
回
、三ニ八、

=一
三
一
上
ニ
六
、
三
=一
八
、
三
四
弓
一
言
八
、
一
言
九
、
歪
一
ー
ー圭、-一五九
ーー
さ一、一二六回
l
l
完
、
一
エ
七
回
、
一
ニ
八
一
、
三
八
六
、
三
八
七
、
=
一
九
一
丁
君
、
三
九
九
、

君
。
、
回
。
=
一
、
回
口
四
、
四
O

八
、
回
二
一
、
四
一
七
l
|

四一九、回二一

i
百
、
四
一
雲
一
上
毛
、
四
一
完
l
l

四
昔
、
望
。

l
吾
、
豆
七
l
五九、四六回
1

六
八
、
四
七
口
、
四
七
回
、
四
七
五
、

四
七
七
、
四
八
六
、
四
九
一
丁
宍
、
四
九
八
、
き
=
一
、
五
室
、
至
回
l
!
ニ
一
、
五
ニ
六
上
一
九
、
五
=
=
上
量
一
、
五
三
五
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右
の
如
く
、
商
域
鯨
の
監
生
は
二
三

O
名
の
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
商
城
鯨
の
み
の
特
殊
な
現
象
で
は
な
く
、
監
生
は
掴
納
に
よ

h
vv
 

っ
て
獲
得
で
き
る
責
格
で
あ

っ
た
か
ら
、
全
園
の
各
州
豚
で
も
同
様
な
現
象
が
見
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
顧
炎
武
は
「
生
員
論
」
の
中
で
、
明

末
社
曾
に
お
け
る
生
員
の
弊
害
を
強
調
し
た
が
、
清
代
に
な
る
と
生
員
よ
り
も
む
し
ろ
監
生
の
方
に
問
題
が
生
じ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

最
後
に
生
員
で
あ
る
が
、
生
員
に
は

一
般
の
生
員
の
他
に
、

康
膳
生
(
康
生
)
、
培
農
生
(
増
生
)
が
あ
っ
た
。

康
生
、

増
生
に
劃
し
て
、

「
附
生

ニ
ハ
米
ヲ
給
セ
ズ
、
清
朝
ハ
明
ノ
制
ヲ
受
ヶ、

院
考
-
一
及
第
シ
始
メ
テ
準
一
一
入
ル
者
ハ
之

同

ヲ
附
生
ト
シ
、
其
後
更

-一
試
験
ヲ
受
ケ
、
漸
ク
増
生
叉
ハ
康
生
ト
ナ
レ
バ
、
此
時
ヨ
リ
方
メ
テ
米
肉
ヲ
支
給
ス
」
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。

王
道
卒
、
楊
維
清

(六七

1
5、
果
室
自
由m
(
一
九
九
)
、
羅
徳
写
、
羅
月
三
(
ニ
ニ
ニ
、
ニ
ニ
一
ニ
)
、
臭
徳

一
般
の
生
員
は

「附
生
」
と
稀
せ
ら
れ
た
。

ま
ず
、

康
生
と
し
て
は
、
熊
俸
薬

会
一
)
、
黄
菜
、

欽
会
一
四
一
)
、
王
土
元
盆
一
二
六
)
の
九
名
が
い
る
。
増
生
は
王
世
論
(
=
一
台
、
洪
履
盆
(
Z

一
号
、
羅
定
経
(
ニ
ニ
C

〉
の
三
名
に
す
ぎ
な
い
。
康
生

・
増

「
固
始
豚
皐
・
光
山
照
準

・
息
豚
摩

・
商
城
豚
泉
、
各
々
額
準
十
五
名
、
康
生
二
十
名
、
増
生
二
十
名
、

二
年
ご
と

A
4ヲ

h
v
v
 

そ
れ
に
し
て
は
商
城
豚
の
康
生

・
増
生
の
合
計
が

一
二
名
と
い
う
の
は
、
少
な
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。

- 74ー

に生
ーの
貢帥定
」 員

と に
規つ
定い
きて
れは
て
し、

る
ヵ:

般
の
生
員
に
つ
い
て
も
、
煩
を
避
け
る
た
め
、
番
競
を
一
示
す
の
み
に
し
た
い
。

三一
、
七
八
、
八
一ニ、

八五
、
一一
一ニ
、一一五、

三
四
六
、
三
君
、
歪
八
、
四
究
、
き
一
、

吾
ニ
、
吾
六
l
一=一
、
圭
一
下
二
五

二
六
、
一
歪

l
豆
、
一
九
一
、
一
九
弓
ニ
O

ニ、ニ
O

八
、
ニ
七
九
、
ニ
八
己
、
ニ
を
一
、
一
言
=
一
、
三
五
l
l
一
七
、
一
言
。
、
=
一
号
一
、
三
豆
、

右
の
如
く
生
員
は
五

O
名
で
あ
る
が
、
助
修
姓
氏
に
は
「
文
生
」

同

「厚
生
」

と
記
さ
れ
て
い
る
者
も
い
る
。
石
山
一
幅
治
『
支
那
語
大
僻
典
』
で

は
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
科
事
時
代

〈
秀
才
〉
ノ

一
種
」
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
府
皐

・
鯨
皐
ノ
生
員
ヲ
イ
フ
」

と
も
生
員
の
異
稀
と
見
て
好
い
で
あ
ろ
う
。
文
生
と
記
さ
れ
て
い
る
者
も
、
や
は
り
相
嘗
多
数
に
な
る
の

で
、
番
放
の
み
奉
げ
て
お
き
た
い
。

一
三
、
ニ
一
ニ
、
二
五
、
二
六
、
一
宅
、
一
二
八
、
四

D
l哲
一
、
四
回
、
苫
、
む
一
、
二
ニ
、
三
一
ニ
、
一
=
一
回
、
一
五
ニ
、
一
五
六
、
ニ
0
0
、
三
七
、
ニ
ニ
五
、

一
一
五
八
、
ニ
否
1

六=一、

一言
八
、
=
一
六
ゴ
一
、
一
一
一
八
三
、
三
九
八
、
四
完
1
l
二
、
回
二
口
、
四
二
七
、
四
一
言

l
三
弓
四
一
ニ
八
、
四
四
八
、
四
四
九
、
四
六
一
、

四
八
回
、
四
九
(〕

と
説
明
し
て
い
る
が
、

雨
者

ニ一宍
|三八、

四六一一、四七一、

ニ四

Cl
回二、

四七八、

四八一ニ、



右
の
如
く
文
生
は
五
三
名
と
な
る
。
更
に
序
生
は
黄
師
高
金
一
一号
、
臭
園
殿
、
果
園
植
、
呉
之
騨
(
ニ四五
l

四
七
)
、
呉
映
租
(
ニ
四
九
)
の
五
名
で
あ

る
。
以
上
で
、
生
員
・
文
生
・
庫
生
を
合
計
す
る
と
一
二

O
名
に
な
る
。
監
生
の
二
三

O
名
に
比
べ
る
と
牢
敢
に
す
ぎ
な
い
。
清
代
の
那
村
社

次
に
、
商
城
鯨
の
紳
士
を
階
層
別
に
表
示
す
る
と
左
の
如
く
に
な
る
。

舎
で
は
、
生
員
よ
り
も
む
し
ろ
監
生
の
方
が
問
題
に
な
っ
た
背
景
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

1 

(人数|階 層

上 19名 7品官以上
層紳

49名 職 員
土

15名 8 品官
下

屠 4名 聖主 A 

紳 9名 9 品官
土

32名
正(含従未9入品〉

16名 貢 生
風-，-

230名 監 生

120名 生 員
生

42名 武 生

表「
郷
紳
」
と
よ
ば
れ
る
者
は
極
め
て
少
数
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
但
し
、

圏
各
州
鯨
に
共
通
し
た
現
象
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

計名zu 
今
、

υ
E1υ 

上
の
よ
う
な
構
成
に
な
る
の
で
、
商
城
鯨
の
紳
士
の
中

で
、
七
品
以
上
の
官
僚
は
僅
か
に
紳
士
全
瞳
の
三

・
八
%
に

す
ぎ
ず
(
但
し
、
武
生
を
除
い
て
計
算
)
、

七
品
以
上
の
待
遇
を

受
け
た
職
員
を
含
め
て
も
、

一
三
%
絵
り
に
す
ぎ
な
い
。
こ

れ
に
劃
し
て
、
準
生
を
も
含
め
た
下
層
紳
士
は
、
全
慢
の
八

- 75ー

六
%
近
く
を
占
め
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
商
城
豚
の
紳
士

い
わ
ゆ
る
「
郷
宮
」

か
か
る
現
象
は
必
ず
し
も
商
城
豚
の
み
に
限

っ
た
も
の
で
は
な
く
、
込
+
-

層
の
塵
倒
的
多
数
は
生
監
層
で
あ
り
、

商
城
鯨
の
紳
士
た
ち
は
、
豚
内
の
ど
の
地
域
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
南
で
は
、
明
末
清
初
に
な
っ
て
城
居
地
主
の
激
増
し
た

階
層
別
の
紳
士
分
布
表
を
作
成
し
て
み
た
(
表
2
Y
以
下

事
買
が
屡
々
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
商
城
豚
で
も
そ
の
様
な
現
象
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
誼
す
る
信
用
に
、
各
保
別

・

293 
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こ
の
表
を
手
掛
り
に
し
て
、
商
城
鯨
の
紳
士
分
布
朕
態
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
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15 

17 

l 

1 

2 

4 
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1 2 保門南

30 9 9 つ
“ 2 1 1 保r~ 西

城

26 

3 

17 

4 

15 

5 

9 

9 

2 

5 

1 

1 

7 

2 

2 

1 

2 

10 

10 

3 

つ
d 
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3 

3 

1 

2 

2 2 1 

2 
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2 保

保

保

保

保
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因
み
に
、
商
城
豚
の
戸
数
は
、
嘉
慶
七
年
現
在
、
三
九
、
二
六
七
戸
、
人
口
は
一
五
一
、

八
制
マ

五
五
九
人
で
あ
っ
た
。
府
開
内
に
は
合
計
五
四
保
が

あ
る
か
ら
、

一
保
の
卒
均
戸
数
は
七

O
O除
戸
と
な
り
、
卒
均
口
数
は
二
、

八
O
O人
程
度
に
な
る
。
こ
の
様
に
戸
数
、
人
口
比
か
ら
見
て
、

豚
内
の
紳
士
は
極
め
て
少
数
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
下
層
紳
士
と
い
え
ど
も
祉
舎
的
に
す
こ
ぶ
る
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
得
た
わ
け
で
あ

る
。さ

て
、
商
減
燃
は
城
内
が
四
保
、
四
闘
も
四
保
に
分
れ
て
い
た
。
こ
の
城
開
地
匡
が
、

内
に
居
住
す
る
紳
士
は
、
七
口
問
官
以
上
七
名
、
職
員

一
O
名、

八
口
問
官
(
翠
人
を
含
む
)
九
名
、

い
わ
ば
商
城
豚
の
中
心
地
区
で
あ

っ
た
。
こ
の
八
保

九
品
官
六
名
、

正
従
九
口
問
(未
入
を
含
む
)
八

名
、
貢
生
九
名
、
監
生
二
二
名
、
生
貢
二
五
名
、
武
生
一
九
名
に
な
る
。
比
較
的
狭
い
匡
域
に
紳
士
が
こ
れ
だ
け
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、

や

は
り
紳
士
の
城
居
化
の
傾
向
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、

七
品
官
以
上
で
も
、
他
の
一
一
名
、
職
員
で
は
三
九
名
、

八口問
官
で
も
一

O
名
が
郷
村
に
居
住
し
て
い
る
事
貫
を
無
視
で
き
な
い
。

殊
に
、
監
生
に
至
っ

て
は
、

全
鐙
の
一
割
し
か
城
闘
に
居
住
し
て
お
ら
ず
、
生
員
で
も
僅
か
に
二
割
が
城
開
匡
域
に
住
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な

そ
れ
だ
け
一
般
民
衆
と
の
接
蝿
も
多
く
、
社
合
間的
に

L、。

つ
ま
り
、

上
層
紳
士
よ
り
も
下
層
紳
士
の
方
が
郷
村
内
に
多
く
住
み
つ
い
て
お
り
、
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よ
り
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
郷
村
の
各
保
の
中
に
は
、
紳
士
が
一
人
も
居
住
し
て
い
な
い
地
域
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
梅
漢
塘
中
保
、
併
南
河
中
保
、
下
保
、
大

木
庖
上
保
、
下
保
な
ど
の
五
保
に
は
、
紳
士
が
一
人
も
見
首
ら
な
い
。
但
し
、
別
表
で
は
併
南
河
上
保
の
紳
士
数
は
四

O
名
と
な

っ
て
お
り
、

除
り
に
多
す
ぎ
る
か
ら
、
助
修
姓
氏
の
編
者
が
誤

っ
て
、
中
保
、
下
保
を
書
き
落
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
併
南
河
上
保
を
別
に
す

れ
ば
、
比
較
的
紳
士
の
居
住
者
の
多
い
保
は
、
華
岩
寺
上
保
、
太
蘇
河
下
保
、
枚
武
岩
下
保
、
郡
家
鋪
上
保
、
下
保
な
ど
、
紳
士
が
二

O
名
前

後
も
居
住
す
る
地
域
で
あ
る
。
而
も
そ
の
過
牢
数
を
占
め
る
者
は
、
監
生
・
生
員
、
あ
る
い
は
職
員
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
職
員
も
摘
納
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
る
地
位
で
あ
っ
た
か
ら
、
摘
納
監
生
と
共
に
、
比
較
的
富
裕
な
紳
士
に
よ
っ
て
、
こ
の
職
階
が
購

求
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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乃
至
一

J
二
名
の
保
も
、

他
方
、
玄
武
集
上
保
、
下
保
や
、
蘇
仙
河
上
保
、
下
保
、
太
蘇
河
上
保
、
竹
根
河
下
保
、
上
石
橋
保
、
陳
家
集
保
な
ど
の
如
く
、

か
な
り
見
ら
れ
る
。
而
も
そ
れ
ら
の
場
合
、
生
監
層
な
ど
下
層
紳
士
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。

四
J
五
名
、

郷
村
に
居
住
す
る
上
層
紳
士
の
例
を
見
る
と
、

州
同
の
何
元
鮮
(
一
五
一
)
、
布
経
の
敷
振
邦
、
敷
振
甲
(
一
八
九
、
一
九
己
、
州
同
の
羅
調
つ
三
色
、

制

同
じ
く
州
同
の
挑
鵬
九
つ
一
九
九
)
、
員
外
郎
の
張
園
鷺
(
三
二
九
)
、
知
豚
の
張
振
朔
(
一
ニ
二
五
)
、
布
粧
の
張
振
需
(
一
二
ニ
七
)
、
同
じ
く
布
経
の
趨
振
祖

(四一号、

州
同
の
李
蘭
蓋
(
回
吉
一
)
、
布
経
の
梅
旭
東
(
五
=
一
己
〉
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
牒
志
巻
八
、
貢
翠
志
、
科
目
の
僚
を
見
る
と
、
準
士

の
僚
は
勿
論
、
翠
人
の
篠
に
も
彼
ら
の
姓
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
事
賞
は
、
前
に
も
推
測
し
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
殆
ん
ど
摘
官

で
あ
り
、
貫
官
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
ら
は
郷
居
の
有
力
地
主
で
あ
り
、
そ
の
財
力
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
官
職
を
入
手
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
郷
居
紳
士
で
あ
り
、
官
職
を
獲
得
し
た
後
も
、
そ
の
ま
ま
郷
居
生
活
を
績
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

文
字
ど
お
り
退
任
官
で
あ
っ
た
程
圏
仁
三
)
、
楊
嗣
況
(
一
一
C
、
黄
仁
寓
(
三
号
、
ら
は
、
い
ず
れ
も
城
内
に
居
住
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
少
数

を
見
れ
ば
、

上
層
紳
士
は
比
較
的
鯨
城
に
接
近
し
て
住
ん
で
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
下
層
紳
士
は
全
燃
に
分
布
し
て
お
り
、
贋
く
民
衆
の
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の
退
任
官
は
城
居
生
活
を
績
け
、
商
城
鯨
内
に
お
い
て
大
き
な
瑳
言
力
を
保
持
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
右
に
掲
げ
た
「
商
城
豚
紳
士
分
布
園
」

聞
に
そ
の
影
響
力
を
行
使
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

商
城
牒
の
紳
士
の
七

O
%以
上
は
生
監
屠
で
あ
り
、

た
。
願
炎
武
は
明
末
に
お
け
る
生
員
の
弊
害
を
強
調
し
た
が
、

繰
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

彼
ら
は
城
関
よ
り
も
寧
ろ
郷
村
に
多
く
居
住
し
て
い

一
九
世
紀
初
頭
に
な
る
と

そ
れ
は
監
生
層
の
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
生

員
よ
り
も
、
摘
納
に
よ
る
監
生
の
方
が
激
増
し
た
か
ら
、

そ
の
弊
害
は
監
生
層
の
方
よ
り
大
き
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

帥

同
じ
紳
士
層
に
属
す
る
と
言
っ
て
も
、
上
層
紳
士
と
生
監
層
と
で
は
、
か
な
り
利
害
関
係
も
異
な
っ
て
い
た
。
上
層
紳
士
(
い
わ
ゆ
る
郷
紳
〉

は
園
家
か
ら
多
大
の
特
穫
を
賦
輿
さ
れ
、
手
厚
く
保
障
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
射
し
て
生
監
層
は
屡
々
園
家
権
力
に
き
び
し
く
弾
座
さ
れ
た
。



こ
の
魚
、
生
監
層
は
自
己
の
祉
禽
的
・
経
済
的
利
権
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
法
律
を
無
視
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
を
も
僻
さ
な
か
っ
た
。
封
建

中
聞
の
地
方
統
治
に
あ
っ
て
、
最
も
重
要
な
課
題
は
徴
税
と
裁
判
で
あ
っ
た
。
生
監
層
が
徴
税
や
裁
剣
に
介
入

・
千
興
し
て
、
自
己
の
利
盆
を

得
ょ
う
と
企
て
た
の
も
嘗
然
で
あ
る
。
徴
税
に
関
連
し
て
彼
ら
が
行
な
っ
た
不
法
行
震
は
包
撹
で
あ
っ
た
。
勿
論
、

上
層
紳
士
も
包
撹
に
干
興

し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

彼
ら
の
中
で
郷
居
す
る
者
は
僅
か
で
あ
っ
た
か
ら
、

自
ず
か
ら
生
監
層
が
包
撹
行
魚
に
積
極
的
に
か
か
わ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
蓄
財
を
謀
る
こ
と
に
な
っ
た
。

包
撹
と
並
ん
で
、
生
監
層
の
行
な
っ
た
不
法
行
魚
に
は
抗
糧
が
あ
る
。
彼
ら
の
抗
糧
運
動
は
、
主
と
し
て
浮
牧
の
苛
酷
な
徴
枚
、
或
い
は
包

撹
に
劃
す
る
巌
し
い
取
締
り
へ
の
不
満
に
端
を
護
し
、
こ
の
抵
抗
運
動
が
暴
動
に
護
展
し
、
生
監
層
H
郷
居
紳
士
と
上
層
紳
士
H
郷
紳
と
の
封

か
か
る
場
合
、
生
監
屠
は
圏
結
し
て
統
一
行
動
を
と
っ
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
有
力
郷
紳
や
園
家
権
力
に
針
抗
で

立
を
も
招
い
た
。

き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

生
監
層
の
裁
判
介
入
も
早
く
か
ら
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
十
七
世
紀
中
葉
、
早
く
も
清
朝
は
生
員
の
官
街
出
入
を
制
限
し
、
官
街
へ
立
入
る
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者
に
は
、

そ
の
姓
名
と
用
件
を
記
入
す
る
「
門
簿
」
の
作
成
を
命
じ
て
い
る
。
然
し
、
彼
ら
は
郷
村
に
お
け
る
指
導
的
地
位
、
民
衆
へ
の
影
響

ふ
U
V

力
を
利
用
し
て
、
巧
み
に
裁
判
に
介
入
し
、
不
正
利
益
の
獲
得
を
謀
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
「
弓
生
劣
監
」
と
罵
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

彼
ら
は
郷
村
に
居
住
し
て
い
た
が
故
に
、
屡
々
市
集
の
牙
行
と
な
っ
て
利
盆
獲
得
を
企
て
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
紳
士
に
は
牙
行
の
如
き
商
業

活
動
を
す
る
こ
と
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
魅
力
的
な
利
権
を
彼
ら
は
決
し
て
放
置
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
郷
村
に
居
住
し
て
い
る

帥

強
味
を
護
揮
し
て
市
集
を
覇
伯
し
、
市
集
に
集
っ
て
来
る
民
衆
か
ら
不
嘗
な
牧
奪
を
行
な
い
、
私
棄
を
肥
や
す
場
合
が
多
か
っ
た
。

彼
ら
は
叉
、
蓄
財
の
痛
に
は
法
で
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
賎
業
に
従
事
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
娼
家
を
経
営
し
た
り
、
典
嘗
業
を
替
な

ん
だ
り
、

家
畜
商
や
行
商
な
ど
に
従
事
す
る
者
も
出
現
し
た
。
生
監
層
の
数
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え
る
ほ
ど
、
財
産
の
無
い
者
も
出
て
く
る
か
ら
、

彼
ら
は
禁
令
を
無
視
し
て
で
も
、
賎
業
に
従
事
す
る
に
至
っ
た
。
商
城
豚
の
場
合
で
も
、
三
百
数
十
名
の
生
監
唐
が
、
す
べ
て
安
定
し
た
経
済

基
盤
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
ら
が
蓄
財
の
方
法
を
遁
求
す
る
に
は
、
鯨
域
内
に
住
む
よ
り
も
、
む
し
ろ
民
衆
と
近
接
し
た
郷
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の
援
な
粘
'
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

村
に
居
住
す
る
方
が
有
利
で
あ

っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
が
敢
え
て
城
居
生
活
を
求
め
ず
、
郷
村
に
居
住
し
つ
づ
け
た
理
由
は
、
こ
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お

オっ

り

情
代
の
紳
士
居
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
も
の
の
、
軍
に
十
九
世
紀
初
頭
の
河
南
省
商
城
豚
の
場
合
を
考
察
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
限
ら

れ
た
時
代
の
限
ら
れ
た
地
域
の
紳
士
層
を
劉
象
に
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を
以
て
紳
士
居
の
存
在
構
造
と
し
て
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

但
し
、
従
来
の
紳
士
研
究
が
華
中
に
偏
し
て
い
た
の
に
射
し
、
本
稿
が
華
北
の

一
例
を
提
示
し
た
こ
と
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
が
地
方
志
を
繕
誼
し
て
い
た
際
に
、
偶
々
眼
に
と
ま
っ
た
商
城
豚
志
の
「
助
修
姓
氏
」
に
興
味

を
抱
き
、
こ
れ
を
素
材
と
し
て
紳
士
の
存
在
形
態
の
分
析
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
た
だ
、
筆
者
の
力
量
不
足
と
準
備
不
充
分
か
ら
、
ま
こ
と

に
不
満
足
な
考
察
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
在、

わ
が
皐
界
に
お
け
る
紳
士
研
究
は
、
理
論
的
な
追
求
が
先
行
し
て
、
具
鐙
的
・
質
誼
的
な
研

「郷
紳
」
の
定
義

一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
、
皐
界
に
共
通
の
理
解
は
成
立
し
て
い
な
川
。
本
稿
、か
、
今
後
の
賓
謹
的

- 82ー

究
は
す
こ
ぶ
る
乏
し
い
。

な
紳
士
研
究
の
契
機
と
も
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

註ω
わ
が
図
で
は
一
般
に
紳
士
全
践
が
「
郷
紳
」
と
呼
同
情
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
が
、
以
下
に
も
述
べ
る
如
く
、
筆
者
は
郷
紳
を
七
口
間
以
上
の
退
任
官
、

ま
た
は
進
土
及
第
者
と
考
え
る
の
で
、
八
品
以
下
の
退
任
官
、
患
人
、
貢

生
・
生
員

・
監
生
な
ど
を
も
含
め
て
、
紳
士
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
木
稿

で
は
、
郷
紳
を
右
の
如
く
規
定
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

ω
清
史
稿
巻
一

O
八
、
選
翠
志
三
に
は
「
郷
試
第
一
を
解
元
と
日
い
、
舎

試
第
一
を
曾
元
と
白
い
、
〔
殿
試
〕
二
甲
第
一
を
停
胞
と
日
ぅ
。
悉
く
明
の

醤
制
に
の
る
な
り
」
と
あ
る
。
程
圏
仁
は
『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』

に
よ
れ
ば
、

嘉
鹿
己
未
科
の
第
二
甲
首
席
で
あ
っ
た
。

ω
賞
仁
蔦
は
、
豚
志
巻
八
、
貢
翠
士
心
、
科
目
、
進
土
の
篠
に
は
、
嘉
慶
己

未
科
の
合
絡
者
と
記
さ
れ
、

「
辛
酉
殿
試
、
翰
林
院
編
修
」
と
割
注
さ
れ

て
い
る
が
、
『
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
に
は
見
蛍
ら
な
い
。

川

w

東
路
と
は
東
郷
の
意
で
、
全
燃
が
東
西
南
北
の
四
郷
に
区
分
さ
れ
て
い

る
。
東
郷
は
三
里
一
二
保
、
南
郷
は
三
里
二

O
保
、
西
郷
は
四
里
ご
ニ
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保
、
北
郷
は
二
里
九
保
に
分
た
れ
て
い
る
。

同
一
通
常
、
豚
街
門
の
脅
吏
の
執
務
房
は
六
房

(
吏
戸
躍
兵
刑
工
〉
と
承
簸

科
よ
り
成
っ

て
い
た
が
、
此
虎
で
は
財
政
捻
嘗
の
戸
房
の
他
に
「
倉
房
」

が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
全
図
的
に
共
通
の
制
度
で
あ
っ
た
か
否
か
は

不
明
で
あ
る
。

刷
業
津
蔦
に
つ

い
て
は
、

豚
志
巻
八
、
貢
穆
志
、
封
贈
の
僚
に
「
増
貢

生
、
子
思
桂
の
候
選
知
際
な
る
を
以
て
、
加
級
し
て
奉
直
大
夫
に
封
ず
」

と
あ
る
の
で
、
「
助
修
姓
氏
」
に
は
な
い
「
櫓
貢
生
」
の
三
字
を
補
足
し

た
。

州

w
策
問
蔦
に
つ
い
て
は
、
豚
志
巻
八
、
貢
摩
志
、
封
贈
の
僚
に
「
厚
生
、

宗
洞
を
創
り
族
姓
を
紋
む
。
山
仇
爽
義
を
好
み
、
事
に
遇
え
ば
勇
魚
す
。
長

子
思
機
を
以
て
徴
仕
郎
に
封
ぜ
ら
れ
、
:
次
子
思
震
を
以
て
奉
直
大
夫

に
封
ぜ
ら
る
」
と
あ
る
の
で
、
「
彫
生
」
の
二
字
を
補
足
し
た
。

的

張

振

升
に
つ

い
て
は
、
勝
志
各
八
、
貢
穆
志
、
封
焔
の
僚
に
「
監
生
、

姪
図
鷺
の
刑
部
山
西
司
員
外
郎
な
る
を
以
て
、
奉
直
大
夫
に
詰
封
せ
ら

る
」
と
あ
る
の
で
、
「
監
生
」
の
二
字
を
補
足
し
た
。

制

問

斗

基
者
、
山
根
・
稲
田
中
一
一
評
「
清
代

〈
生
監
層
〉
の
性
格
」
(
上
)
(
明

代
史
研
究
四
、
一
九
七
六
)
、
二
七
頁
参
照
。

帥

上
層
紳
士
の
内
容
に
つ
い
て
、
張
仲
躍
の

E
Z，
r
の
E
ロ
間
三
ζ

。
宣
言
R
C
S
Hミ・

ω
2
3
F
呂
田
・
で
は
、
官
僚

・
進
土
・
翠
人
・
貢

生
を
こ
の
範
崎
に
入
れ
て
い
る
。
而
し
て
下
層
紳
士
に
は
例
貫
生

・
生
員

.
監
生
を
入
れ
て
い
る
。

ω
こ
れ
ら
を
批
判
的
に
皐
設
史
と
し
て
整
理
し
た
も
の
に
、

森
正
夫
「
い

わ
ゆ
る
〈
郷
紳
的
土
地
所
有
〉
論
を
め
ぐ
っ
て
」
(
歴
史
評
論
三

O
四、

一
九
七
五
〉
、
向
「
日
本
の
明
清
時
代
史
研
究
に
お
け
る
郷
紳
論
に
つ
い

て
」
〈
歴
史
評
論
三

O
八
、
三
一
二
、
三
一
四
、
一
九
七
五
J
七
六
〉
、

お
よ
び
呉
金
成
「
日
本
に
お
け
る
明
清
時
代
紳
士
層
研
究
に
つ
い
て
」

(
明
代
史
研
究
七
、
一
九
七
八
)
参
照
。

M
W

楊
嗣
況
は

『明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
』
に
よ
れ
ば
、
嘉
慶
辛
酉
科
の

三
甲
四
三
席
で
あ
る
が
、
張
振
矧
の
名
前
は
、
同
書
に
は
見
蛍
ら
な
い
。

豚
志
各
八
、
貢
凪争士
心
、
進
士
の
僚
に
も
見
ら
れ
な
い
。

M
W

豚
士
山
各
八
、
貢
穆
志
、
明
経
の
僚
に
、
周
機
に
つ

い
て
「
作
淵
の
子
、

附
貢
、
光
線
寺
の
額
外
典
簿
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

川
仰
豚
士
心
巻
八
、
貢
翠
志
、
明
経
の
僚
に
は
、
羅
摺
に
つ
い
て
「
康
貢
、

候

選
訓
導
」
と
あ
り
、
試
用
訓
導
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

帥
吏
目
と
は
、
吏
員

・
貢
生
・
監
生
な
ど
の
中
か
ら
採
用
さ
れ
る
者
で
、

従
九
品
の
下
級
官
で
あ
る
。

帥
服
部
字
之
土
口
『
清
園
通
考
』
第
一

篇

(
大
安
復
印
、
一
九
六
六
)
九
五

ー
九
六
頁
、
参
照
。

肋

同

書
、
九
七
頁
、
参
照
。

同
恩
貢
生
と
は
、
服
部
『
清
園
通
考
』
第
一
篇
(
九
七
頁
〉
に
よ
れ
ば
、

「
朝
廷
ニ
慶
事
ア
ル
時
(
響
ヘ
バ
皇
太
后
七
旬
ノ
賀
典
ヲ
行
フ
等
)
其
年

ノ
歳
貢
生
ヲ
恩
貢
生
ト
ナ
シ
、
翌
年
ハ
定
規
ニ
ヨ
レ
バ
歳
貢
生
ヲ
出
サ
ザ

ル
年
ナ
ル
モ
、
の
ホ
貢
生
ヲ
出
ス
」
と
説
明
し
て
い
る
。

川
向
優
貫
生
と
は
「
原
来
同席
膳
生
若
シ
ク
ハ
増
康
生
タ
リ
シ
者
ニ
テ
、

試
験

優
等
ヲ
以
テ
選
抜
セ
ラ
レ
、
再
ビ
雄
部
ノ
試
ヲ
経
テ
〔
園
子
〕
監
-
一

入
ル

者
」
(
服
部
、
前
掲
書
、
九
八
頁
)
を
言
う
わ
け
で
あ
る
。

倒
服
部
{子
之
吉
、
前
掲
雲
、
一

O
二
J
一
O
三
頁。

帥

亭

林
文
集
各
二
、
牧
野
巽

「願
炎
武
の
生
員
論
」
(
林
友
春
編

『近
世

中
園
教
育
史
研
究
』
図
土
社
、
一

九
五
八
、
所
牧
〉
参
照
。
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同
服
部
字
之
吉
、
前
掲
書
、
九
二
J
九
三
頁。

帥

嘉

慶

品
問
典
事
例
巻
二
九
九
、
陸
部
、
製
校
、
河
南
響
額
の
係
。

例
光
絡
光
州
志
各
て
皐
校
志
に
は
「
商
城
同学、

額
設
間
際
生
二
十
名
、
増

生
二
十
名
、

額
進
文
章
十
五
名
、
武
童
十
五
名
」
と
あ
る
か
ら、

康
生

・

増
生
併
せ
て
一
二
名
と
い
う
の
は
少
な
す
ぎ
る
。

帥

生
員
、
文
生
、
厚
生
は
、
車
な
る
呼
稽
の
相
異
で
あ
っ
て
、
各
保
に
よ

っ
て
記
入
の
仕
方
が
異
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

帥
嘉
慶
商
域
脇
士
心
記
官
て
地
理士心。

制
張
一
海
開
聞
に
つ
い
て
は
、
註
同
で
指
摘
し
た
如
く

『
明
清
進
士
題
名
碑
録

索
引
』
に
出
て
こ
な
い
が
、
問
問
志
径
八
、
貢
翠
志
、
仕
籍
の
僚
に
は
「
湖

南
紋
服
知
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
知
勝
経
歴
者
で
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う。

崎

上
層
紳
士
と
下
層
紳
士
の
針
立

・
矛
盾
が
、
明
末
に
至
っ
て
表
面
化
し

た
貼
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
明
末
農
民
反
乱
と
紳
士
居
の
針
謄
」
(
『
中
嶋

敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
下
巻
、
汲
古
需
院
、
一
九
八
て
所
牧
)
で
、

多
少
論
及
し
た
。

同

生
監
麿
の
不
法
行
局
に
つ
い
て
は
、
閉
斗
基
著
、
山
根
・
稲
田
露
、

前

掲
論
文
(
下
)、(明
代
史
研
究
五
、
一
九
七
七
)
五
一

J
五
七
頁
、
参
照
。

帥
民
生
燈
に
よ
る
定
期
市
の
縞
佑
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
清
時
代
華
北

市
集
の
牙
行
」
(『
星
博
士
退
官
記
念
中
園
史
論
集
』
星
先
生
退
官
記
念
事

業
舎
、
一
九
七
八
〉

参
照
。

側

最

近

、
和
田
正
康
「
明
末
清
初
の
郷
紳
用
語
に
関
す
る
一

考佐京」

(九

州
大
皐
東
洋
史
論
集
九
、
一
九
八
一
)
が
設
表
さ
れ
、
郷
紳
と
い
う
語
の

一
亦
す
内
容
を
検
討
し
て
い
る
が
、
充
分
に
説
得
的
で
は
な
い
。
な
お
、
和

田
が
郷
紳
の
「
郷
」
を
わ
ざ
わ
ざ
地
方
行
政
区
査
の
郷
と
関
連
さ
せ
て
考

え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
不
必
要
な
操
作
と
思
わ
れ
る
。
郷
に
は
本
来

「
故
郷
」
の
意
味
が
あ
り
、
郷
宣

・
郷
紳
と
は
故
郷
に
引
退
し
た
官
僚
を

指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
呉
金
成
著
、
山
根

・
稲
田
誇
「
明
代
紳
士

麿
の
形
成
過
程
」

(
明
代
史
研
究
八
、
一
九
八
O
、
未
完
)
で
論
設
さ
れ

る
如
く
、
明
末
に
至
っ
て
生
監
層
が
一
つ

の
階
層
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た

と
す
れ
ば
、
彼
ら
と
上
層
紳
士
H
郷
紳
と
の
聞
に
は
一
線
が
劃
さ
れ
た
わ

け
で
あ
り
、
雨
者
を
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
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class who had been emancipated from slavery by the edict promulgated in 577

by the Emperor Wu 武帝of the Zhou 周dynasty. Therefore, in North China

there were many feudal dependents called tｏれgiｔ,ｐｕlior hｕｑｕeven after 485,

and we 丘ｎｄagain the numerous ke in the historical texts of the Sui period.

But it is necessary to keep in mind that the bonds between the landlords

and their dependents　were not always clearly specified in the legislation

of the Six Dynasties and that this was ａ characteristic of Chinese feudalism｡

　　

The second part of the author's tｅχtwill be translated and published

in the Tohogaku 東方學, No. 63.

THE COMPOSITION or THE GENTRY CLASS

IN SHANGCHENG 商城COUNTY, HENAN河南

　　　　　　　　　　

Yamane Yukio

　　

l tried in this article to analyse the structure of the gentry　class　in

Shangcheng商城County at the　beginning　of　the　19th　century, by

employing the namelist of contributors to the publication of the Ｓｈａｎｅｃｈｅｎｅ

エｉａｎｚhi商城蒜志, published in the Jiaqing嘉慶period. From this list

l eχtracted ａ number of 536 persons who might be considered as the gentry,

and investigated the social　ranking they belonged t０.1 found that only

19 persons ever held an officialposition of rank 7 and higher, ０ｒhad been

succesful in the j加辿丿進士examinations ；it was clear that the greater part

were ｊｉａｎｓｈｅｎｅ監生（‘nationaluniversity students') oｒｓｈｅｎｇｙ皿ｎ生員

（‘students ')･

　　

Lately Japanese scholars doing research on the gentry usually use the

expression　kｙdｓhinl ｘｉａｎｇｓｈｅｎ郷紳,but l suppose that those called

ｘｉａｎｅｓｈｅｎat the end of the Ming 明were retired ｏ伍cials of rank ７ ０ｒ

higher, or retiredjinｓhi（‘doctors '). More than 70％of the gentry class in

Shangcheng County were　of the student class, and they ｅχercised great

influence

　

in the contemporary rural society, and brought about all kinds

of harm to the people. I think that in the gentry studies a distinction

should be made between the ｘｉａｎｅｓｈｅｎ=highergentry class and the

lower gentry class, consisting mainly of students｡

　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－


